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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　・基油、
・下記一般式（Ｉ）：
【化１】

［上記式中、Ｒ1はそれぞれ独立して、炭素原子数が１から７のアルキル基である］
を有するボロキシン化合物、及び
・立体障害性アミン化合物
を含有する潤滑剤組成物であって、
　前記立体障害性アミン化合物が、前記潤滑剤組成物の全質量に対して０．５～５質量％
の量で含まれている、前記潤滑剤組成物。
【請求項２】
　Ｒ1がそれぞれメチル基である、請求項１に記載の潤滑剤組成物。
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【請求項３】
　前記ボロキシン化合物が、前記潤滑剤組成物の前記全質量に対して０．１～５質量％の
量で含まれている、請求項１又は２に記載の潤滑剤組成物。
【請求項４】
　前記潤滑剤組成物におけるあらゆる反応の前に、前記潤滑剤組成物を形成するために用
いられる前記ボロキシン化合物の全質量に対して、前記ボロキシン化合物の少なくとも５
０％が、前記潤滑剤組成物中で未反応のまま残っている、請求項１から３までのいずれか
１項に記載の潤滑剤組成物。
【請求項５】
　前記立体障害性アミン化合物が、少なくとも１個のピペリジン環と、少なくとも１個の
エステル基を有する、請求項１から４までのいずれか１項に記載の潤滑剤組成物。
【請求項６】
　前記立体障害性アミン化合物が、（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）
ドデカノエートである、請求項１から５までのいずれか１項に記載の潤滑剤組成物。
【請求項７】
　前記基油は、ＡＳＴＭ　Ｄ４４５に従って１００℃で試験した粘度が１～２０ｃＳｔで
あり、かつ前記基油は、ＡＰＩ第Ｉ群のオイル、ＡＰＩ第ＩＩ群のオイル、ＡＰＩ第ＩＩ
Ｉ群のオイル、ＡＰＩ第ＩＶ群のオイル、ＡＰＩ第Ｖ群のオイル、及びこれらの組み合わ
せから成る群から選択されている、請求項１から６までのいずれか１項に記載の潤滑剤組
成物。
【請求項８】
　さらにジヒドロカルビルジチオホスフェート塩を含有する、請求項１から７までのいず
れか１項に記載の潤滑剤組成物。
【請求項９】
　潤滑剤組成物であって、
・基油、
・下記一般式（Ｉ）：
【化２】

［上記式中、Ｒ1はそれぞれ独立して、炭素原子数が１～７のアルキル基である］
を有するボロキシン化合物、及び
・下記一般式（ＩＩ）若しくは（ＩＩＩ）

【化３】
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【化４】

［上記式中、
　Ｒ2はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、ここでＲ2により示される基は少なくとも２つがアルキル基であり、
　Ｒ3はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、
　Ｒ4はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、ここでＲ4により示される基は少なくとも２つがアルキル基であり、
　Ｒ5はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、
　Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5で示される前記ヒドロカルビル基はそれぞれ独立して、アルコ
ール基、アルキル基、アミド基、エーテル基、又はエステル基である］
を有する立体障害性アミン化合物、
を含有する、前記潤滑剤組成物。
【請求項１０】
　潤滑剤組成物用の添加剤パッケージであって、
・下記一般式（Ｉ）：
【化５】

［上記式中、Ｒ1はそれぞれ独立して、炭素原子数が１～７のアルキル基である］
を有するボロキシン化合物、及び
・下記一般式（ＩＩ）若しくは（ＩＩＩ）：
【化６】

［上記式中、
　Ｒ2はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
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ビル基であり、ここでＲ2により示される基は少なくとも２つがアルキル基であり、
　Ｒ3はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、
　Ｒ4はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、ここでＲ4により示される基は少なくとも２つがアルキル基であり、
　Ｒ5はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、
　Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5で示される前記ヒドロカルビル基はそれぞれ独立して、アルコ
ール基、アルキル基、アミド基、エーテル基、又はエステル基である］
を有する立体障害性アミン化合物、
を含有する、前記潤滑剤組成物用の添加剤パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的に、基油、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合物を含有する
潤滑剤組成物に関する。本発明はまた、潤滑剤組成物用の添加剤パッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　性能特性を改善するため、鉱油又は合成油をベースとする潤滑剤組成物に、安定剤を添
加することが知られており、また慣用である。慣用のアミン化合物には、潤滑剤用の安定
剤として効果的なものもある。これら慣用のアミン化合物は、燃焼プロセスの間に形成さ
れる酸を中和するのに役立つことがある。しかしながらこれら慣用のアミン化合物は、フ
ルオロポリマーシールに対して有害な効果を有するため、燃焼エンジンでは一般的に使用
されない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、フルオロポリマーシール適合性が改善された、新規潤滑剤組成物を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明により、基油、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合物を含有する潤滑
剤組成物が得られる。このボロキシン化合物は、下記一般式（Ｉ）：
【化１】

を有し、
上記式中、Ｒ1はそれぞれ、炭素原子数が１～７のアルキル基である。
【０００５】
　本発明により、基油、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合物を含有する潤滑
剤組成物が得られる。このボロキシン化合物は、下記一般式（Ｉ）：
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【化２】

を有し、
上記式中、Ｒ1はそれぞれ、炭素原子数が１～７のアルキル基である。
【０００６】
　本発明はまた、基油、ボロキシン化合物、及び下記一般式（ＩＩ）若しくは（ＩＩＩ）
：
【化３】

を有する立体障害性アミン化合物を含有する潤滑剤組成物に関し、
上記式中、
　Ｒ2はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、
　Ｒ2で示される基は少なくとも２つが、アルキル基であり、
　Ｒ3はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、
　Ｒ4はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、
　Ｒ4で示される基は少なくとも２つが、アルキル基であり、
　Ｒ5はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカル
ビル基であり、
　Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5で示されるヒドロカルビル基はそれぞれ独立して、アルコール
基、アルキル基、アミド基、エーテル基、又はエステル基である。
【０００７】
　本発明によってまた、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合物を含有する潤滑
剤組成物用の添加剤パッケージが得られる。
【０００８】
　ボロキシン化合物を含有する潤滑剤組成物は、CEC L-39-T96により示されるフルオロポ
リマーシールとの適合性が改善されている。
【０００９】
　発明の詳細な説明
　以下で述べるようにボロキシン化合物は、潤滑剤組成物のシール適合性を改善するため
、潤滑剤組成物中に、又は潤滑剤組成物用の添加剤パッケージ中に含まれていてよい。ボ
ロキシン化合物は潤滑剤組成物中で、１種以上の立体障害性アミン化合物と組み合わされ
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ていてよい。潤滑剤組成物中に立体障害性アミン化合物とともに存在する場合、ボロキシ
ン化合物はこれらの立体障害性アミン化合物と相互作用を起こし、潤滑剤組成物がフルオ
ロポリマーシールと接触した時に、フルオロポリマーシールとの否定的な相互作用をもた
らす立体障害性アミン化合物の傾向に干渉すると考えられているが、立体障害性アミン化
合物の安定化作用が影響を受けることは無い。
【００１０】
　ボロキシン化合物は、下記一般式（Ｉ）：
【化４】

を有する。
【００１１】
　一般式（Ｉ）中、Ｒ1はそれぞれ独立して、炭素原子数が７以下のアルキル基である。
例えばＲ1はそれぞれ独立して、炭素原子数が１～７、１～６、１～５、１～４、１～３
、又は１～２のアルキル基であり得る。Ｒ1はそれぞれ独立して、直鎖状又は分枝鎖状で
あり得る。１つの特定の調製では、Ｒ1はそれぞれメチル基であり得る。基Ｒ1の例は独立
して、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、ｓ－ブチ
ル基、ｔ－ブチル基、及びｎ－ヘキシル基を含む。
【００１２】
　ボロキシン化合物は例えば、トリメトキシボロキシン、トリプロピルボロキシン、トリ
イソプロポキシボロキシン、トリブトキシボロキシン、トリペントキシボロキシン、トリ
ヘキソキシボロキシン、及びトリヘプトキシボロキシンであり得る。例えばトリメトキシ
ボロキシンは、下記式を有する：

【化５】

【００１３】
　幾つかの態様においてＲ1はそれぞれ、特定のアルキル基を表すことができる。このよ
うなボロキシン化合物は例えば、下記式で例示できる：
【化６】

上記式（Ｉ）中、Ｒ1で表される基の１つがメチルであり、上記式（Ｉ）中、Ｒ1で表され
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る基の１つがエチルであり、上記式（Ｉ）中、Ｒ1で表される基の１つがプロピルである
。或いはまた、上記式（Ｉ）中、Ｒ1で表される基が同じであってよく、上記式（Ｉ）中
、Ｒ1で表される基が異なっていてもよい。
【００１４】
　ボロキシン化合物は、潤滑剤組成物及び／又は添加剤パッケージ中に、潤滑剤組成物及
び／又は添加剤パッケージにおける所望のホウ素濃度をもたらすのに充分な量で含有され
ていてよい。ボロキシン化合物は例えば、潤滑剤組成物の質量全体に対して、潤滑剤組成
物中に１～５０００ｐｐｍのホウ素をもたらすのに充分な量で含有されていてよい。或い
は、ボロキシン化合物は潤滑剤組成物又は添加剤パッケージ中に、潤滑剤組成物の全質量
に対して１００～５０００ｐｐｍ、３００～３０００ｐｐｍ、５００～１５００ｐｐｍ、
又は７００～１２００ｐｐｍのホウ素をもたらすのに充分な量で含有されていてよい。或
いはまたボロキシン化合物は、潤滑剤組成物の全質量に対して、潤滑剤組成物中に１～１
００ｐｐｍ、１～４０ｐｐｍ、１～２０ｐｐｍ、又は１０～２０ｐｐｍのホウ素をもたら
すのに充分な量で含有されていてよい。
【００１５】
　或いは、ボロキシン化合物は潤滑剤組成物中に、潤滑剤組成物の全質量に対して０．１
～１０質量％、０．１～５質量％、０．１～１質量％、０．３～０．７質量％、０．５～
３質量％、又は０．５～１．５質量％の量で含有されていてよい。別の態様においてボロ
キシン化合物は、潤滑剤組成物の全質量に対して１質量％超、５質量％未満の量で含有さ
れている。異なるボロキシン化合物の混合物も、潤滑剤組成物又は添加剤パッケージにお
いて組み合わせで使用できる。
【００１６】
　添加剤パッケージとして調製する場合、ボロキシン化合物は、添加剤パッケージの全質
量に対して０．１～７５質量％の量で存在していてよい。ボロキシン化合物はまた、添加
剤パッケージ中に、０．１～５０質量％、０．１～３３質量％、又は０．１～２５質量％
の量で存在していてよい。
【００１７】
　ボロキシン化合物は、多様な方法で作製できる。一例としてボロキシン化合物は、オル
トホウ酸（Ｈ3ＢＯ3）２ｍｏｌと、トリアルキルボレート１ｍｏｌとを反応させることに
よって作製できる。アルキルボレートは、一般式（Ｉ）中Ｒ1で示される基における所望
の炭素原子の数に応じて、炭素原子を１～７個有することができる。この反応は、１ｍｏ
ｌのＨ2Ｏを除去するために、５０～１５０℃の範囲で行うことができる。
【００１８】
　慣用のホウ素化合物の慣用の使用は、慣用のアミン化合物と、慣用のホウ素化合物との
反応生成物を形成する工程を有する。慣用のホウ素化合物は、反応性ボレートエステル及
びホウ酸によって例示できる。これらの適用では、慣用のホウ素化合物は化学反応により
消費され、最終的に形成される潤滑剤組成物は、慣用のホウ素化合物を検知可能な量では
含有しない。これらの適用ではさらに、慣用のアミン化合物を慣用のホウ素化合物と反応
させ、塩が形成される。塩の形成は、慣用のホウ素化合物と、慣用のアミン化合物との反
応に関する電子的な衝撃によって実証され、これはＮＭＲ分光分析における化学シフトと
して可視化できる。また、反応（例えば熱の生成、及び溶液の粘稠化＝架橋）が起こると
いう物理的な指標もある。
【００１９】
　慣用のホウ素化合物をこのような適用で用いる場合、反応前の慣用のホウ素化合物の全
質量に対して、慣用のホウ素化合物の５０質量％超が通常、慣用のアミン化合物と反応し
ているか、又は加水分解されている。これとは対照的に、本発明による潤滑剤組成物、添
加剤パッケージ、及び本発明による方法は、未反応状態のボロキシン化合物を有意な量で
含有することができる。さらに、本発明による潤滑剤組成物、本発明による添加剤パッケ
ージ、及び本発明による方法は、ボロキシン化合物の塩を実質的な量で形成する工程を有
さない。よって潤滑剤組成物は、ボロキシン化合物の反応を通して形成される塩を含有し
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なくてもよく、或いは、ボロキシン化合物の反応を通して形成される塩を、あらゆる反応
後の潤滑剤組成物の全質量に対して１０質量％未満、５質量％未満、又は１質量％未満、
含有できる。
【００２０】
　幾つかの態様では、潤滑剤組成物におけるあらゆる反応の前の潤滑剤組成物を形成する
ために利用されるボロキシン化合物の全質量に対して、ボロキシン化合物の少なくとも５
０質量％、少なくとも６０質量％、少なくとも７０質量％、少なくとも８０質量％、少な
くとも９０質量％が、未反応のまま残る。或いは、潤滑剤組成物におけるあらゆる反応の
前のボロキシン化合物の全質量に対して、ボロキシン化合物の少なくとも９５質量％、少
なくとも９６質量％、少なくとも９７質量％、少なくとも９８質量％、又は少なくとも９
９質量％が、未反応のまま残る。
【００２１】
　「未反応」という用語は、ボロキシン化合物の所定量が、潤滑剤組成物におけるあらゆ
る成分（例えば慣用のアミン化合物又は水）と反応しないという事実を表す。従って、未
反応のボロキシン化合物の量は、潤滑剤組成物が最終的な適用（例えば内燃エンジン）に
おいて使用される前に、潤滑剤組成物に存在する場合、未使用のきれいな状態で残る。
【００２２】
　「潤滑剤組成物におけるあらゆる反応の前に」という表現は、潤滑剤組成物におけるボ
ロキシン化合物の量に対するものである。この表現は、ボロキシン化合物が潤滑剤組成物
における他の成分と反応することを要求するものではない。すなわち、潤滑剤組成物にお
けるあらゆる反応の前のボロキシン化合物の全質量に対して、ボロキシン化合物の１００
質量％が、未反応のまま残り得る。
【００２３】
　１つの態様において、未反応のまま残るボロキシン化合物のパーセンテージは、潤滑剤
組成物中に存在する全ての成分が、相互に平衡状態に達した後に特定される。潤滑剤組成
物中で平衡に達するのに必要となる時間は、大きく変わり得る。例えば、平衡に達するの
に必要な期間は、一分から数日、又は数週間にわたる。幾つかの態様において、潤滑剤組
成物中で未反応のまま残るボロキシン化合物のパーセンテージは、１分後、１時間後、５
時間後、１２時間後、１日後、２日後、３日後、１週間後、１ヶ月後、６ヶ月後、又は１
年後に特定される。潤滑剤組成物中で未反応のボロキシン化合物のパーセンテージは一般
的に、最終的な使用の前に特定される。
【００２４】
　幾つかの態様において潤滑剤組成物は、潤滑剤組成物の全質量に対して、０．１質量％
未満、０．０１質量％未満、０．００１質量％未満、又は０．０００１質量％未満、ボロ
キシン化合物と反応するであろう化合物を含有する。幾つかの態様において潤滑剤組成物
は酸、無水物、トリアゾール、及び／又は酸化物を集合的な量で含有することができ、こ
れは潤滑剤組成物の全質量に対して０．１質量％未満である。或いは、潤滑剤組成物は酸
、無水物、トリアゾール、及び／又は酸化物を集合的な量で含有することができ、これは
潤滑剤組成物の全質量に対して０．０１質量％未満、０．００１質量％未満、又は０．０
００１質量％未満である。或いはまた、潤滑剤組成物は酸、無水物、トリアゾール、及び
／又は酸化物不含であってよい。
【００２５】
　「酸」という用語には、伝統的な酸と、ルイス酸の両方が含まれる。例えば、酸にはカ
ルボン酸、例えば乳酸、及びヒドロアクリル酸、アルキル化されたコハク酸、アルキル芳
香族スルホン酸、及び脂肪酸が含まれる。ルイス酸の例には、アルキルアルミネート、ア
ルキルチタネート、モリブデン酸エステル（例えばモリブデンチオカルバメート、及びモ
リブデンカルバメート）、及びモリブデンスルフィドが含まれる。
【００２６】
　「無水物」の例は、アルキル化されたコハク酸無水物、及びアクリレートである。トリ
アゾールは、ベンゾトリアゾールとその誘導体、トルトリアゾールとその誘導体、２－メ



(9) JP 5882548 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

ルカプトベンゾチアゾール、２，５－ジメルカプトチアジアゾール、４，４’－メチレン
－ビス－ベンゾトリアゾール、４，５，６，７－テトラヒドロベンゾトリアゾール、及び
これらの塩であり得る。酸化物の例は、アルキレンオキシド（例えばエチレンオキシドと
プロピレンオキシド）、金属酸化物、アルコキシ化されたアルコール、又はアルコキシ化
されたエステルであり得る。
【００２７】
　潤滑剤組成物は、潤滑剤組成物の全質量に対して１００ｐｐｍ未満、５０ｐｐｍ未満、
１０ｐｐｍ未満、又は５ｐｐｍ未満、Ｂ（ＯＨ）3

-イオンを含有することができる。慣用
のボロキシン化合物は、慣用の潤滑剤組成物と組み合わせる前に、Ｂ（ＯＨ）3

-イオンが
１００ｐｐｍ超、慣用の潤滑剤組成物に存在するように加水分解されていてよい。このよ
うな加水分解状態において、本願の発明者らは意外なことに、生成する慣用のボロキシン
化合物が、シール適合性に対して予測された効果をもたらさないことに気付いた。換言す
れば、ボロキシン化合物の全質量に対して、ボロキシン化合物の少なくとも５０質量％、
少なくとも６０質量％、少なくとも７０質量％、少なくとも８０質量％、少なくとも９０
質量％、少なくとも９５質量％、又は少なくとも９９質量％が、加水分解されていない状
態で潤滑剤組成物中に残る。加水分解されたボロキシン化合物の量は、未反応のまま残る
ボロキシン化合物の量を特定する際に考慮される。
【００２８】
　さらに、ボロキシン化合物は潤滑剤組成物の合計塩基数（ＴＢＮ）に対して、否定的な
影響をもたらさない。潤滑剤組成物のＴＢＮ値は以下に記すように、ASTM D2896及びASTM
 D4739に従って測定できる。
【００２９】
　前述のようにボロキシン化合物は、少なくとも１種の立体障害性アミン化合物と合わせ
ることができる。異なる立体障害性アミン化合物の混合物もまた、ボロキシン化合物と合
わせることができると理解されるべきである。含有される場合、潤滑剤組成物は立体障害
性アミン化合物を、潤滑剤組成物の全質量に対して０．１～２５質量％、０．１～２０質
量％、０．１～１５質量％、又は０．１～１０質量％の量で含有することができる。或い
は、潤滑剤組成物は立体障害性アミン化合物を、潤滑剤組成物の全質量に対して０．５～
５質量％、１～３質量％、１～２質量％の量で含有することができる。
【００３０】
　立体障害性アミン化合物は、ボロキシン化合物と実質的に反応して塩を形成することは
ない。塩が形成されていないことは、潤滑剤組成物及び／又は添加剤パッケージ中に合わ
せられる場合、ボロキシン化合物と立体障害性アミン化合物のＮＭＲ分光分析において化
学シフトが欠如していることによって証明される。換言すれば、立体障害性アミン化合物
の少なくとも５０質量％、６０質量％、７０質量％、８０質量％、９０質量％、９５質量
％、又は９９質量％が、潤滑剤組成物及び／又は添加剤パッケージが平衡に達した後、未
反応のまま残る。
【００３１】
　立体障害性アミン化合物の塩基性は、酸滴定によって特定できる。生じる中和数は、Ｔ
ＢＮとして表され、様々な方法を用いて測定できる。ASTM D4739は、電位差による塩化水
素酸滴定である。このASTM D4739による方法は、エンジン試験において好ましく、使用済
みオイルとともにＴＢＮ減少／保持性を測定するために用いられる。使用済みエンジン潤
滑剤を試験する場合、特定の弱塩基は、オイルに組み込まれていたと言うよりは、稼働の
結果であると認識されるべきである。この試験法は、潤滑剤組成物において、酸化又は他
の稼働条件の下、生成する潤滑剤組成物の色又は他の特性に拘わらず、使用の間に起こる
相対的な変化を示すために使用できる。
【００３２】
　立体障害性アミン化合物は、ASTM D4739により試験して少なくとも７０ｍｇＫＯＨ／ｇ
というＴＢＮ値を有することができる。或いは、立体障害性アミン化合物は、ASTM D4739
により試験して少なくとも８０ｍｇＫＯＨ／ｇ、少なくとも９０ｍｇＫＯＨ／ｇ、少なく
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とも１００ｍｇＫＯＨ／ｇ、少なくとも１１０ｍｇＫＯＨ／ｇ、少なくとも１２０ｍｇＫ
ＯＨ／ｇ、少なくとも１３０ｍｇＫＯＨ／ｇ、少なくとも１４０ｍｇＫＯＨ／ｇ、少なく
とも１５０ｍｇＫＯＨ／ｇ、又は少なくとも１６０ｍｇＫＯＨ／ｇというＴＢＮ値を有す
ることができる。
【００３３】
　立体障害性アミン化合物が添加剤パッケージ中に含まれている場合、添加剤パッケージ
は立体障害性アミン化合物を、添加剤パッケージの全質量に対して０．１～５０質量％の
量で含有する。或いは、添加剤パッケージは立体障害性アミン化合物を、添加剤パッケー
ジの全質量に対して１～２５質量％、０．１～１５質量％、１～１０質量％、０．１～８
質量％、又は１～５質量％の量で含有することができる。様々な立体障害性アミン化合物
の組み合わせも考慮される。
【００３４】
　幾つかの態様において、立体障害性アミン化合物は窒素原子を少なくとも１個有する。
別の態様において立体障害性アミン化合物は、環状環の本体に窒素が３個以上ある場合、
トリアゾール、トリアジン、又はこれらの類似化合物を含有しない。
【００３５】
　幾つかの態様において立体障害性アミン化合物は水素、炭素、窒素、及び酸素から成る
か、又は実質的に、水素、炭素、窒素、及び酸素から成っていてよい。或いは、立体障害
性アミン化合物は、水素、炭素、及び窒素から成るか、又は実質的に水素、炭素、及び窒
素から成っていてよい。立体障害性アミン化合物の文脈において、「実質的に～から成る
」という言葉は、立体障害性アミン化合物の少なくとも９５ｍｏｌ％が、言及された原子
（すなわち、水素、炭素、窒素、及び酸素；又は水素、炭素、及び窒素）であることを表
す。例えば、立体障害性アミン化合物が実質的に水素、炭素、窒素、及び酸素から成る場
合、立体障害性アミン化合物の少なくとも９５ｍｏｌ％が、水素、炭素、窒素、及び酸素
である。特定の構成において、立体障害性アミン化合物の少なくとも９６ｍｏｌ％、少な
くとも９７ｍｏｌ％、少なくとも９８ｍｏｌ％、少なくとも９９ｍｏｌ％、若しくは少な
くとも９９．９ｍｏｌ％が、水素、炭素、窒素、及び酸素であるか、又は別の態様におい
て、立体障害性アミン化合物の少なくとも９６ｍｏｌ％、少なくとも９７ｍｏｌ％、少な
くとも９８ｍｏｌ％、少なくとも９９ｍｏｌ％、若しくは少なくとも９９．９ｍｏｌ％が
、炭素、窒素、及び酸素である。
【００３６】
　立体障害性アミン化合物は、共有結合から成っていてよい。「共有結合から成る」とい
う表現は、１個以上のイオン原子又は化合物とのイオン結合によって立体障害性アミン化
合物に結合する化合物を排除するものである。これはつまり、立体障害性アミン化合物が
共有結合から成る構成では、立体障害性アミン化合物から、立体障害性アミン化合物の塩
（例えばホスフェートアミン塩、及びアミン塩）が排除されるということである。よって
特定の態様において潤滑剤組成物は、立体障害性アミン化合物の塩を含有しない。より具
体的には、潤滑剤組成物はホスフェートアミン塩、アミン塩、及び／又はスルフェートア
ミン塩を含有しない。
【００３７】
　別の態様では、立体障害性アミン化合物は、質量平均分子量が１００～１２００であり
得る。或いは、立体障害性アミン化合物は、質量平均分子量が２００～８００、又は２０
０～６００であり得る。或いはまた、立体障害性アミン化合物は、質量平均分子量が５０
０未満であり得る。
【００３８】
　ここで使用する「立体障害性アミン化合物」とは、第二級若しくは第三級窒素原子に対
して少なくとも１個のα炭素に結合した水素原子を２個未満しか有さない有機分子である
。別の態様において「立体障害性アミン化合物」とは、第二級若しくは第三級窒素原子に
対して少なくとも１個のα炭素に結合した水素原子を有さない有機分子である。さらなる
別の態様において「立体障害性アミン化合物」とは、第二級若しくは第三級窒素原子に対
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して少なくとも２個のα炭素にそれぞれ結合した水素原子を有さない有機分子である。
【００３９】
　立体障害性アミン化合物は、下記一般式（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）を有することができる
：
【化７】

【化８】

【００４０】
　一般式（ＩＩ）においてＲ2はそれぞれ独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数
が１～１７のヒドロカルビル基であり、ここで１分子内でＲ2のうち少なくとも２個は、
アルキル基であり、Ｒ3は独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が１～１７のヒ
ドロカルビル基である。一般式（ＩＩＩ）においてＲ4はそれぞれ独立して、水素原子で
あるか、又は炭素原子数が１～１７のヒドロカルビル基であり、ここでＲ4のうち少なく
とも２個は、アルキル基であり、Ｒ5は独立して、水素原子であるか、又は炭素原子数が
１～１７のヒドロカルビル基である。
【００４１】
　Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5はそれぞれ独立して、アルコール基、アルキル基、アミド基、
エーテル基、又はエステル基であり得る。Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5はそれぞれ独立して、
炭素原子を１～１７個、１～１５個、１～１２個、１～８個、１～６個、又は１～４個有
することができる。Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5で表される基はそれぞれ独立して、直鎖状、
又は分枝鎖状であり得る。例えば、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5はそれぞれ、炭素原子数が１
～１７のアルコール基、アミノ基、アルキル基、アミド基、エーテル基、又はエステル基
であってよく、炭素鎖の様々な位置で結合した所定の官能基（アルコールなど）を有する
ことができる。
【００４２】
　幾つかの態様において、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5で表される少なくとも１個の基は、置
換されていない。或いは、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5で表される少なくとも２個、３個、４
個、５個、又は６個の基は、置換されていない。「置換されていない」とは、ある基が、
懸垂官能基（例えばヒドロキシ基、カルボキシ基、オキシド基、チオ基、チオール基）を
有さないこと、及びある基が非環状ヘテロ原子（例えば酸素、硫黄、及び窒素のヘテロ原
子）を有さないことを意味する。別の態様において、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5で表される
基はいずれも、置換されていない。或いはまた、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5で表される１個
、２個、３個、４個、５個、又は６個の基が、置換されていることも考えられる。「置換
された」とは、ある基が懸垂官能基を少なくとも１個有すること、又はある基が非環式ヘ
テロ原子を少なくとも１個有することを意味する。
【００４３】
　Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、及びＲ5の基は例えば、メチル、エチル、ｎ－プロピル、ｎ－ブチル、
ｓ－ブチル、ｔ－ブチル、ｎ－ヘキシル、ｎ－オクチル、２－エチルヘキシル、ｎ－ノニ
ル、ｎ－デシル、ｎ－ウンデシル、ｎ－ドデシル、ｎ－トリデシル、ｎ－テトラデシル、
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ｎ－ヘキサデシル、又はｎ－オクタデシルから独立して選択できる。
【００４４】
　一般式（ＩＩ）において、Ｒ2で表される基のうち少なくとも２個、少なくとも３個、
又は４個の基がすべて、独立してアルキル基である。同時に、一般式（ＩＩＩ）中、Ｒ4

で表される基の少なくとも２個が、アルキル基である。或いは、Ｒ4で表される基の少な
くとも３個、又は４個の基が全て、アルキル基である。
【００４５】
　式（ＩＩ）の立体障害性アミン化合物は、以下の化合物によって例示できる：
【化９】

【００４６】
　一般式（ＩＩＩ）の立体障害性アミン化合物は、非環式である。「非環式」とは、一般
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式（ＩＩＩ）の立体障害性アミン化合物が、あらゆる環状構造と、芳香族構造を有さない
ということである。式（ＩＩＩ）の立体障害性アミン化合物は、以下の化合物によって例
示できる：
【化１０】

【００４７】
　或いは立体障害性アミン化合物はさらに、下記一般式（ＩＶ）によって例示できる：
【化１１】

【００４８】
　一般式（ＩＶ）において、Ｒ2及びＲ3はそれぞれ前述の通りであり、ここでＲ2のうち
少なくとも３個が、独立してアルキル基である。式（ＩＶ）の立体障害性アミン化合物は
、以下の化合物によって例示できる：
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【化１２】

【００４９】
　立体障害性アミン化合物は、エステル基を１個だけ有することができる。しかしながら
立体障害性アミン化合物はまた、エステル基を含有しないこともあり得る。幾つかの態様
において、立体障害性アミン化合物は、少なくとも１個、又は１個だけ、ピペリジン環を
有することができる。
【００５０】
　ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合物は、潤滑剤組成物中にある立体障害性
アミン化合物における窒素１～２０部に対して、ホウ素が１部もたらされる量で用意する
ことができる。或いは、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合物は、潤滑剤組成
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物中にある立体障害性アミン化合物における窒素１～１５部、１～１０部、又は１～５部
に対して、ホウ素が１部もたらされる量で用意することができる。
【００５１】
　さらに別の態様では、潤滑剤組成物は、基油、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミ
ン化合物から成るか、又は実質的に基油、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合
物から成り得る。潤滑剤組成物は、ボロキシン化合物の官能性又は性能に大きく影響を与
えない添加剤１種以上に加えて、基油、ボロキシン化合物、及びアミン化合物から成るか
、又は実質的に基油、ボロキシン化合物、及びアミン化合物から成り得る。例えば、潤滑
剤組成物の性能全体に大きく影響を与える化合物は、潤滑剤組成物のＴＢＮ増強、潤滑性
、フルオロポリマーシール適合性、腐食防止性、又は酸性に否定的な影響を与える化合物
を含むことがある。
【００５２】
　別の態様において添加剤パッケージは、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合
物から成るか、又は実質的に、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合物から成り
得る。添加剤パッケージは、ボロキシン化合物の官能性又は性能を損なわない添加剤１種
以上に加えて、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合物から成るか、又は実質的
に、ボロキシン化合物、及び立体障害性アミン化合物から成り得る。添加剤パッケージと
の関連で「実質的に～から成る」という表現は、添加剤パッケージが、潤滑剤組成物の性
能全体に大きく影響する化合物を含まないということである。例えば、添加剤パッケージ
の性能全体に大きく影響を与える化合物は、添加剤パッケージのＴＢＮ増強、潤滑性、フ
ルオロポリマーシール適合性、腐食防止性、又は酸性に否定的な影響を与える化合物を含
むことがある。
【００５３】
　幾つかの態様において、潤滑剤組成物は基油を含有する。基油は、American Petroleum
 Institute（米国石油協会、ＡＰＩ）のBase Oil Interchangeability Guidelinesに従っ
て分類される。すなわち基油は、五種類の基油のうち１つ以上として記載できる。第Ｉ群
：硫黄分０．０３質量％超、かつ／又は飽和炭化水素９０質量％未満、粘度指数８０～１
１９）、第ＩＩ群（硫黄含分０．０３質量％以下、飽和炭化水素９０質量％以上、粘度指
数８０～１１９）、第ＩＩＩ群（硫黄分０．０３質量％以下、飽和炭化水素９０質量％以
上、粘度指数１１９以上）、第ＩＶ群（全てのポリα－オレフィン（ＰＡＯ））、及び第
Ｖ群（第Ｉ群、第ＩＩ群、第ＩＩＩ群、又は第ＩＶ群に含まれないその他のものすべて）
。
【００５４】
　基油は、ＡＰＩ第Ｉ群の基油、ＡＰＩ第ＩＩ群の基油、ＡＰＩ第ＩＩＩ群の基油、ＡＰ
Ｉ第ＩＶ群の基油、ＡＰＩ第Ｖ群の基油、及びこれらの組み合わせから成る群から選択さ
れる。特定の調製において、基油はＡＰＩ第ＩＩ群の基油を含有する。
【００５５】
　基油は、ＡＳＴＭ　Ｄ４４５に従って１００℃で試験した粘度が１～２０ｃＳｔであり
得る。或いは、ＡＳＴＭ　Ｄ４４５に従って１００℃で試験した基油の粘度は、３～１７
ｃＳｔ、又は５～１４ｃＳｔであり得る。
【００５６】
　基油はさらに、火花点火式、及び圧縮着火式内燃エンジン用のクランク室潤滑油として
規定することもでき、これには自動車及びトラックのエンジン、２サイクル式エンジン、
航空機用ピストンエンジン、船舶用エンジン、及び軌道車両用ディーゼルエンジンが含ま
れる。或いは、基油はさらに、ガス式エンジン、ディーゼルエンジン、定置型発電用エン
ジン、及びタービンで使用するためのオイルとして規定できる。基油はさらに、高負荷用
、又は低負荷用のエンジンオイルとして規定できる。
【００５７】
　さらなる別の態様において、基油はさらに、１種以上のアルキレンオキシドポリマーと
コポリマー、及びこれらの誘導体を含有する合成オイルとして規定できる。アルキレンオ
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キシドポリマーの末端ヒドロキシ基は、エステル化、エーテル化、又はこれらに似た反応
によって変性できる。これらの合成オイルは、エチレンオキシド又はプロピレンオキシド
を重合させて、ポリオキシアルキレンポリマーにすることによって作製でき、これをさら
に反応させて、合成オイルにする。例えば、これらのポリオキシアルキレンポリマーのア
ルキルエーテルとアリールエーテルが使用できる。例えば、平均分子量が１０００のメチ
ルポリイソプロピレングリコールエーテル、分子量が５００～１０００のポリエチレング
リコールのジフェニルエーテル、又は分子量が１０００～１５００のポリプロピレングリ
コールのジエチルエーテル、及び／又はこれらのモノカルボン酸エステルとポリカルボン
酸エステル、例えば酢酸エステル、混合型のＣ3～Ｃ8脂肪酸エステル、及びテトラエチレ
ングリコールのＣ13オキソ酸ジエステルもまた、基油として利用できる。
【００５８】
　１つの態様では、ここに記載した成分１種以上を添加剤パッケージ中に混合し、この添
加剤パッケージを続いて基油に混合して潤滑剤組成物にする。添加剤パッケージは、濃縮
物を基油の所定の量と合わせる場合、潤滑剤組成物中に所望の濃度で得られるように調製
することができる。本明細書の開示内容による潤滑剤組成物に関する多くの言及は、添加
剤パッケージにも当てはまることに、留意すべきである。添加剤パッケージは例えば、潤
滑剤組成物として同じ成分を様々な量で含有することができ、又は排除することができる
。
【００５９】
　基油は潤滑剤組成物中に、潤滑剤組成物の全質量に対して５０～９９．９質量％、６０
～９９．９質量％、７０～９９．９質量％、８０～９９．９質量％、９０～９９．９質量
％、７５～９５質量％、８０～９０質量％、又は８５～９５質量％、存在していてよい。
或いは、基油は潤滑剤組成物中に、潤滑剤組成物の全質量に対して５０質量％超、６０質
量％超、７０質量％超、７５質量％超、８０質量％超、８５質量％超、９０質量％超、９
５質量％超、９８質量％超、又は９９質量％超、存在していてよい。様々な態様において
、完全に調製された潤滑剤組成物（存在する場合には希釈剤、又はキャリアオイルを含む
）中における基油の量は、潤滑剤組成物の全質量に対して５０～９９質量％、６０～９０
質量％、８０～９９．５質量％、８５～９６質量％、又は９０～９５質量％である。様々
な態様において、添加剤パッケージ（存在する場合には希釈剤、又はキャリアオイルを含
む）中における基油の量は、含有されているのであれば、添加剤パッケージの全質量に対
して０．１～５０質量％、１～２５質量％、又は１～１５質量％である。
【００６０】
　１つ以上の態様において潤滑剤組成物は、潤滑剤組成物の全質量に対して、硫酸灰分が
３質量％以下、２質量％以下、１質量％以下、又は０．５質量％以下の低ＳＡＰＳ潤滑剤
として分類され得る。「ＳＡＰＳ」とは、硫酸灰（Sulfated Ash）、リン（Ｐ）、及び硫
黄（Ｓ）を言う。
【００６１】
　潤滑剤組成物はＴＢＮ値が、潤滑剤組成物１ｇ当たり少なくとも１ｍｇＫＯＨであり得
る。或いは、潤滑剤組成物はＴＢＮ値が、ＡＳＴＭ　Ｄ２８９６に従って試験した場合、
潤滑剤組成物１ｇ当たり１～１５ｍｇＫＯＨ、５～１５ｍｇＫＯＨ、又は９～１２ｍｇＫ
ＯＨである。
【００６２】
　潤滑剤組成物又は添加剤パッケージは、ボロキシン化合物及び／又は立体障害性アミン
化合物に加えて、さらに分散剤を含有することができる。この分散剤は、ポリアルケンア
ミンであり得る。ポリアルケンアミンは、ポリアルケン部分を有する。ポリアルケン部分
は、同一若しくは異なる、直鎖状若しくは分枝鎖状のＣ2～Ｃ6オレフィンモノマーの重合
生成物である。適切なオレフィンモノマーの例は、エチレン、プロピレン、１－ブテン、
イソブテン、１－ペンテン、２－メチルブテン、１－ヘキセン、２－メチルペンテン、３
－メチルペンテン、及び４－メチルペンテンである。ポリアルケン部分は、質量平均分子
量が２００～１００００、５００～１００００、又は８００～５０００である。
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【００６３】
　１つの態様においてポリアルケンアミンは、ポリイソブテンから誘導される。特に適切
なポリイソブテンは、「高反応性」ポリイソブテンとして知られ、これは末端二重結合の
含分が高いことを特徴とする。末端二重結合は、下記一般式（Ｖ）に見られる種類のα－
オレフィン二重結合である：
【化１３】

一般式（Ｖ）に示される結合は、ビニリデン二重骨格として知られる。適切な高反応性ポ
リイソブテンは例えば、ビニリデン二重結合の割合が７０ｍｏｌ％超、８０ｍｏｌ％超、
８５ｍｏｌ％超のものである。特に、均一なポリマー骨格を有するポリイソブテンが好ま
しい。均一なポリマー骨格は特に、少なくとも８５質量％、９０質量％、又は９５質量％
のイソブテン単位から構成されるポリイソブテンを有する。このような高反応性ポリイソ
ブテンは好ましくは、数平均分子量が、上記範囲にある。加えて、高反応性ポリイソブテ
ンは、多分散性が１．０５～７、又は１．１～２．５であり得る。高反応性ポリイソブテ
ンは、多分散性が１．９未満、又は１．５未満であり得る。多分散性とは、質量平均分子
量Ｍｗを、数平均分子量Ｍｎで割った商のことである。
【００６４】
　アミン分散剤は、無水コハク酸から誘導される分子を含むことができ、この分子は、ヒ
ドロキシ基及び／又はアミノ基及び／又はアミド基及び／又はイミド基を有するものであ
る。分散剤は例えば、ポリイソブテニル無水コハク酸から誘導でき、これは質量平均分子
量が５００～５０００の慣用の又は高反応性ポリイソブテンを、熱的な経路で、又は塩素
化されたポリイソブテンを介して、無水マレイン酸と反応させることによって得られるも
のである。ある特定の態様では、脂肪族ポリアミン（例えば、エチレンジアミン、ジエチ
レントリアミン、トリエチレンテトラミン、又はテトラエチレンペンタミン）との誘導体
が使用できる。
【００６５】
　ポリアルケンアミンを製造するために、ポリアルケン成分は、公知の方法でアミノ化で
きる。例示的な方法は、ヒドロホルミル化によるオキソ中間体の製造を介して、続いて適
切な窒素化合物の存在下での還元性アミノ化によって進行する。
【００６６】
　分散剤は、下記一般式（ＶＩ）のポリ（オキシアルキル）基、又はポリアルキレンポリ
アミン基であり得る：
　Ｒ6－ＮＨ－（Ｃ1～Ｃ6アルキレン－ＮＨ）m－Ｃ1～Ｃ6アルキレン　（ＶＩ）
上記式中、ｍは１～５の整数であり、Ｒ6は水素原子であるか、又は炭素原子数が１～６
のヒドロカルビル基であり、Ｃ1～Ｃ6アルキレンは、アルキル基の対応する架橋類似体を
表す。分散剤は、Ｃ1～Ｃ4アルキレンイミン基から構成されるポリアルキレンイミン基で
あり得る。分散剤は或いは、結合している窒素原子とともに、置換若しくは非置換の５員
～７員の複素環であって、この複素環は、非置換であるか、又は１～３個のＣ1～Ｃ4アル
キル基によって置換されていてよく、さらなる環ヘテロ原子（例えば酸素又は窒素）を有
していてよい。
【００６７】
　適切なアルケニル基の例は、炭素原子数が２～１８のモノ不飽和、若しくはポリ不飽和
の、好ましくはモノ不飽和若しくはジ不飽和のアルキル基類似体であって、炭化水素鎖中
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のあらゆる位置において二重結合が存在し得るものである。
【００６８】
　Ｃ4～Ｃ18シクロアルキル基の例には、シクロブチル、シクロペンチル、及びシクロヘ
キシルが含まれ、また１～３個のＣ1～Ｃ4アルキル基で置換されたこれらの類似体も含ま
れる。Ｃ1～Ｃ4アルキル基は例えば、メチル、エチル、イソプロピル、ｎ－プロピル、ｎ
－ブチル、イソブチル、ｓ－ブチル、又はｔ－ブチルから選択される。
【００６９】
　アリールアルキル基の例には、Ｃ1～Ｃ18アルキル基及びアリール基であって、単環式
若しくは二環式の縮合型、若しくは非縮合型の４員～７員、特に６員の芳香族若しくはヘ
テロ芳香族基（例えばフェニル、ピリジル、ナフチル、及びビフェニル）から誘導される
ものが含まれる。
【００７０】
　上記分散剤以外のさらなる分散剤を用いる場合、これらの分散剤は様々な種類のもので
あり得る。分散剤の適切な例には、ポリブテニルコハク酸アミド、ポリブテニルコハク酸
イミド、ポリブテニルホスホン酸誘導体、及び塩基性のスルホン酸マグネシウム、スルホ
ン酸カルシウム、及びスルホン酸バリウム、フェノール酸マグネシウム、フェノール酸カ
ルシウム、フェノール酸バリウム、コハク酸エステル、及びアルキルフェノールアミン（
マンニッヒ塩基）、並びにこれらの組み合わせが含まれる。
【００７１】
　使用する場合、分散剤は様々な量で使用できる。分散剤は通常、潤滑剤組成物の全質量
に対して０．０１～１５質量％、０．１～１２質量％、０．５～１０質量％、又は１～８
質量％の量で存在する。或いは分散剤は、潤滑剤組成物の全質量に対して１５質量％未満
、１２質量％未満、１０質量％未満、５質量％未満、又は１質量％未満の量で、存在して
いてよい。
【００７２】
　添加剤パッケージ中、分散剤とボロキシン化合物の全質量は、添加剤パッケージの全質
量に対して、添加剤パッケージの５０質量％未満、４５質量％未満、４０質量％未満、３
５質量％未満、又は３０質量％未満であり得る。意外なことに、分散剤とボロキシン化合
物の合計濃度が添加剤パッケージ中で高すぎると、分散剤とボロキシン化合物との反応が
起こり、これにより濃縮と沈殿の形成につながり、また潤滑剤組成物のフルオロポリマー
シール適合性が減少することが判明した。
【００７３】
　潤滑剤組成物又は添加剤パッケージは、さらにジヒドロカルビルジチオホスフェート塩
を含有することができる。ジヒドロカルビルジチオホスフェート塩は、下記一般式：［Ｒ
7Ｏ（Ｒ8Ｏ）ＰＳ（Ｓ）］2Ｍによって表すことができ、ここでＲ7、及びＲ8はそれぞれ
、炭素原子数が１～２０のヒドロカルビル基であり、ここでＭは、金属原子又はアンモニ
ウム基である。例えば、Ｒ7、及びＲ8はそれぞれ独立して、Ｃ1～Ｃ20アルキル基、Ｃ2～
Ｃ20アルケニル基、Ｃ3～Ｃ20シクロアルキル基、Ｃ1～Ｃ20アラルキル基、又はＣ3～Ｃ2

0アリール基であり得る。Ｒ7及びＲ8で表される基は、置換されているか、又は非置換で
ある。金属原子は、アルミニウム、鉛、錫、マンガン、コバルト、ニッケル、又は亜鉛を
含む群から選択されていてよい。アンモニウム基は、アンモニア、又は第一級、第二級、
若しくは第三級アミンから誘導される基であり得る。アンモニウム基は、式Ｒ9Ｒ10Ｒ11

Ｒ12Ｎ+のものであってよく、ここでＲ9、Ｒ10、Ｒ11、及びＲ12はそれぞれ独立して、水
素原子であるか、又は炭素原子数が１～１５０のヒドロカルビル基である。幾つかの態様
において、Ｒ9、Ｒ10、Ｒ11、及びＲ12はそれぞれ独立して、炭素原子数が４～３０のヒ
ドロカルビル基であり得る。ある特定の態様において、ジヒドロカルビルジチオホスフェ
ート塩は、亜鉛ジアルキルジチオホスフェートである。
【００７４】
　ジヒドロカルビルジチオホスフェート塩は潤滑剤組成物中に、それぞれ潤滑剤組成物の
全質量に対して０．１～２０質量％、０．５～１５質量％、１～１０質量％、０．１～５
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質量％、０．１～１質量％、０．１～０．５質量％、又は０．１～１．５質量％の量で存
在していてよい。或いはジヒドロカルビルジチオホスフェート塩は、潤滑剤組成物の全質
量に対して２０質量％未満、１０質量％未満、５質量％未満、１質量％未満、０．５質量
％未満、又は０．１質量％未満の量で、存在していてよい。添加剤パッケージはまた、そ
れぞれ添加剤の全質量に対して０．１～２０質量％、０．５～１５質量％、１～１０質量
％、０．１～５質量％、０．１～１質量％、０．１～０．５質量％、又は０．１～１．５
質量％、ジヒドロカルビルジチオホスフェート塩を含むことができる。
【００７５】
　潤滑剤組成物又は添加剤パッケージはさらに、潤滑剤組成物の様々な化学的及び／又は
物理的特性を改善するため、１種以上の添加剤を含有することができる。これらの添加剤
は、ボロキシン化合物に加えて、又はボロキシン化合物と立体障害性アミン化合物の組み
合わせに加えて、存在していてよい。１種以上の添加剤の特定の例に含まれるのは、耐摩
耗性添加剤、抗酸化剤、金属失活剤（不活性化剤）、防錆剤、粘度指数改善剤、流動点降
下剤、分散剤、洗浄剤、及び減摩材である。添加剤はそれぞれ単独で、又は組み合わせて
使用できる。１種以上の添加剤は、これを使用する場合、様々な量で使用できる。潤滑剤
組成物は、幾つかの補助成分を加えて調製することができ、これにより特定の用途で用い
るための特定の性能を得ることができる。潤滑剤組成物は例えば、防錆・酸化防止性潤滑
剤組成物、液圧潤滑剤組成物、タービン潤滑油、及び内燃エンジン潤滑組成物であり得る
。従って基油は、以下に述べるこれらの目的を達成するために調製されていてよい。
【００７６】
　使用する場合、耐摩耗性添加剤は様々な種類が使用できる。耐摩耗性添加剤の例には、
以下のものが含まれる：硫黄及び／又はリン及び／又はハロゲン含有成分、例えば硫黄化
オレフィン、及び植物油、アルキル化トリフェニルホスフェート、トリトリルホスフェー
ト、トリクレシルホスフェート、塩素化パラフィン、アルキル及びアリールのジスルフィ
ド及びトリスルフィド、モノアルキルホスフェート及びジアルキルホスフェートのアミン
塩、メチルホスホン酸のアミン塩、ジエタノールアミノメチルトリルトリアゾール、ビス
（２－エチルヘキシル）アミノメチルトリルトリアゾール、２，５－ジメルカプト－１，
３，４－チアジアゾールの誘導体、エチル－３－［（ジイソプロポキシホスフィノチオイ
ル）チオ］プロピオネート、トリフェニルチオホスフェート（トリフェニルホスホロチオ
エート）、トリス（アルキルフェニル）ホスホロチオエート、及びこれらの混合物、ジフ
ェニルモノノニルフェニルホスホロチオエート、イソブチルフェニルジフェニルホスホロ
チオエート、３－ヒドロキシ－１，３－チアホスフェタン－３－オキシドのドデシルアミ
ン塩、トリチオリン酸５，５，５－トリス［イソオクチル２－アセテート］、２－メルカ
プトベンゾチアゾール、例えば１－［Ｎ，Ｎ－ビス（２－エチルヘキシル）アミノメチル
］－２－メルカプト－１Ｈ－１，３－ベンゾチアゾール、エトキシカルボニル－５－オク
チルジチオカルバメート、及び／又はこれらの組み合わせ。
【００７７】
　使用する場合、耐摩耗性添加剤は、上記ジヒドロカルビルジチオホスフェート塩に加え
て、又はこれに代えて、様々な量で使用できる。耐摩耗性添加剤は潤滑剤組成物中に、そ
れぞれ潤滑剤組成物の全質量に対して、０．１～２０質量％、０．５～１５質量％、１～
１０質量％、０．１～１質量％、０．１～０．５質量％、又は０．１～１．５質量％の量
で存在していてよい。或いは耐摩耗性添加剤は、潤滑剤組成物の全質量に対して２０質量
％未満、１０質量％未満、５質量％未満、１質量％未満、０．５質量％未満、又は０．１
質量％未満の量で、存在していてよい。
【００７８】
　使用する場合、抗酸化剤は様々な種類が使用できる。適切な抗酸化剤には、以下のもの
が含まれる：アルキル化モノフェノール、例えば２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフ
ェノール、２－ｔ－ブチル－４，６－ジメチルフェノール、２，６－ジ－ｔ－ブチル－４
－エチルフェノール、２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－ｎ－ブチルフェノール、２，６－ジ
－ｔ－ブチル－４－イソブチルフェノール、２，６－ジシクロペンチル－４－メチルフェ
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ノール、２－（α－メチルシクロヘキシル）－４，６－ジメチルフェノール、２，６－ジ
オクタデシル－４－メチルフェノール、２，４，６－トリシクロヘキシルフェノール、２
，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メトキシメチルフェノール、２，６－ジ－ノニル－４－メチ
ルフェノール、２，４－ジメチル－６（１’－メチルウンデカ－１’－イル）フェノール
、２，４－ジメチル－６－（１’－メチルヘプタデカ－１’－イル）フェノール、２，４
－ジメチル－６－（１’－メチルトリデカ－１’－イル）フェノール、及びこれらの組み
合わせ。
【００７９】
　さらなる適切な抗酸化剤の例には、アルキルチオメチルフェノール、例えば２，４－ジ
オクチルチオメチル－６－ｔ－ブチルフェノール、２，４－ジオクチルチオメチル－６－
メチルフェノール、２，４－ジオクチルチオメチル－６－エチルフェノール、２，６－ジ
ドデシルチオメチル－４－ノニルフェノール、及びこれらの組み合わせが含まれる。ヒド
ロキノンとアルキル化ヒドロキノン、例えば２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メトキシフェ
ノール、２，５－ジ－ｔ－ブチルヒドロキノン、２，５－ジ－ｔ－アミルヒドロキノン、
２，６－ジフェニル－４－オクタデシルオキシフェノール、２，６－ジ－ｔ－アミルヒド
ロキノン、２，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシアニソール、３，５－ジ－ｔ－ブチ
ル－４－ヒドロキシアニソール、３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニルステ
アレート、ビス－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）アジペート、及
びこれらの組み合わせも使用できる。
【００８０】
　さらには、ヒドロキシ化チオジフェニルエーテル、例えば２，２’－チオビス（６－ｔ
－ブチル－４－メチルフェノール）、２，２’－チオビス（４－オクチルフェノール）、
４，４’－チオビス（６－ｔ－ブチル－３－メチルフェノール）、４，４’－チオビス（
６－ｔ－ブチル－２－メチルフェノール）、４，４’－チオビス－（３，６－ジ－ｓ－ア
ミルフェノール）、４，４’－ビス（２，６－ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）ジス
ルフィド、及びこれらの組み合わせも使用できる。
【００８１】
　また、以下のものも潤滑剤組成物中において抗酸化剤として利用できる：例えば２，２
’－メチレンビス（６－ｔ－ブチル－４－メチルフェノール）、２，２’－メチレンビス
（６－ｔ－ブチル－４－エチルフェノール）、２，２’－メチレンビス［４－メチル－６
－（α－メチルシクロヘキシル）フェノール］、２，２’－メチレンビス（４－メチル－
６－シクロヘキシルフェノール）、２，２’－メチレンビス（６－ノニル－４－メチルフ
ェノール）、２，２’－メチレンビス（４，６－ジ－ｔ－ブチルフェノール）、２，２’
－エチリデンビス（４，６－ジ－ｔ－ブチルフェノール）、２，２’－エチリデンビス（
６－ｔ－ブチル－４－イソブチルフェノール）、２，２’－メチレンビス［６－（α－メ
チルベンジル）－４－ノニルフェノール］、２，２’－メチレンビス［６－（α，α－ジ
メチルベンジル）－４－ノニルフェノール］、４，４’－メチレンビス（２，６－ジ－ｔ
－ブチルフェノール）、４，４’－メチレンビス（６－ｔ－ブチル－２－メチルフェノー
ル）、１，１－ビス（５－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチルフェニル）ブタン、
２，６－ビス（３－ｔ－ブチル－５－メチル－２－ヒドロキシベンジル）－４－メチルフ
ェノール、１，１，３－トリス（５－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチルフェニル
）ブタン、１，１－ビス（５－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチルフェニル）－３
－ｎ－ドデシルメルカプトブタン、エチレングリコールビス［３，３－ビス（３’－ｔ－
ブチル－４’－ヒドロキシフェニル）ブチレート］、ビス（３－ｔ－ブチル－４－ヒドロ
キシ－５－メチルフェニル）ジシクロペンタジエン、ビス［２－（３’－ｔ－ブチル－２
’－ヒドロキシ－５’－メチルベンジル）－６－ｔ－ブチル－４－メチルフェニル］テレ
フタレート、１，１－ビス－（３，５－ジメチル－２－ヒドロキシフェニル）ブタン、２
，２－ビス－（３，５－ジーｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、２，２－
ビス－（５－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチルフェニル）－４－ｎ－ドデシルメ
ルカプタン、１，１，５，５－テトラ－（５－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチル
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フェニル）ペンタン、及びこれらの組み合わせ。
【００８２】
　Ｏ－ベンジル化合物、Ｎ－ベンジル化合物、及びＳ－ベンジル化合物、例えば３，５，
３’，５’－テトラ－ｔ－ブチル－４，４’－ジヒドロキシジベンジルエーテル、オクタ
デシル－４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルベンジルメルカプトアセテート、トリス－（
３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）アミン、ビス（４－ｔ－ブチル－３
－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）ジチオールテレフタレート、ビス（３，５－
ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）スルフィド、イソオクチル－３，５－ジ－ｔ
－ブチル－４－ヒドロキシベンジルメルカプトアセテート、及びこれらの組み合わせも、
使用できる。
【００８３】
　ヒドロキシベンジル化マロネート、例えばジオクタデシル－２，２－ビス（３，５－ジ
－ｔ－ブチル－２－ヒドロキシベンジル）マロネート、ジオクタデシル－２－（３－ｔ－
ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルベンジル）マロネート、ジドデシルメルカプトエチ
ル－２，２－ビス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）マロネート、ビ
ス［４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェニル］－２，２－ビス（３，５－
ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）マロネート、及びこれらの組み合わせも、抗
酸化剤としての使用に適している。
【００８４】
　トリアジン化合物、例えば２，４－ビス（オクチルメルカプト）－６－（３，５－ジ－
ｔ－ブチル－４－ヒドロキシアニリノ）－１，３，５－トリアジン、２－オクチルメルカ
プト－４，６－ビス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシアニリノ）－１，３，５
－トリアジン、２－オクチルメルカプト－４，６－ビス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－
ヒドロキシフェノキシ）－１，３，５－トリアジン、２，４，６－トリス（３，５－ジ－
ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェノキシ）－１，２，３－トリアジン、１，３，５－トリ
ス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレート、１，３，５
－トリス（４－ｔ－ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）２，４，６－
トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニルエチル）－１，３，５－トリ
アジン、１，３，５－トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロピ
オニル）－ヘキサヒドロ－１，３，５－トリアジン、１，３，５－トリス－（３，５－ジ
シクロヘキシル－４－ヒドロキシベンジル）－イソシアヌレート、及びこれらの混合物も
使用できる。
【００８５】
　抗酸化剤のさらなる例には、芳香族ヒドロキシベンジル化合物、例えば１，３，５－ト
リス－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－２，４，６－トリメチル
ベンゼン、１，４－ビス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－２，３
，５，６－テトラメチルベンゼン、２，４，６－トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－
ヒドロキシベンジル）フェノール、及びこれらの組み合わせが含まれる。ベンジルホスホ
ネート、例えばジメチル－２，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネー
ト、ジエチル－３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオク
タデシル－３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－３－メチルベンジルホスホネート
、ジオクタデシル－５－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－３－メチルベンジルホスホネート
、３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸のモノエチルエステルの
カルシウム塩、及びこれらの組み合わせも使用できる。さらには、アシルアミノフェノー
ル、例えば４－ヒドロキシラウルアニリド、４－ヒドロキシステアルアニリド、及びオク
チルＮ－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）カルバメートである。
【００８６】
　［３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）］プロピオン酸と、一価
若しくは多価アルコールとのエステルも使用でき、これらのアルコールは例えば、メタノ
ール、エタノール、オクタデカノール、１，６－ヘキサンジオール、１，９－ノナンジオ
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ール、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、チオ
ジエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ペンタエリト
リトール、トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、Ｎ，Ｎ’－ビス（ヒドロキシ
エチル）オキサミド、３－チアウンデカノール、３－チアペンタデカノール、トリメチル
ヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、４－ヒドロキシメチル－１－ホスファ－２
，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．２］オクタン、及びこれらの組み合わせである
。さらには、β－（５－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）プロピオン
酸と、一価若しくは多価アルコールとのエステルも使用でき、これらのアルコールは例え
ば、メタノール、エタノール、オクタデカノール、１，６－ヘキサンジオール、１，９－
ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、ネオペンチルグリコ
ール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ペ
ンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、Ｎ，Ｎ’－ビス（
ヒドロキシエチル）オキサミド、３－チアウンデカノール、３－チアペンタデカノール、
トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、４－ヒドロキシメチル－１－ホ
スファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．２］オクタン、及びこれらの組み合
わせである。
【００８７】
　適切な抗酸化剤のさらなる例には、窒素を含有するものが含まれ、それは例えば、β－
（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸のアミド、例えばＮ
，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヘキサ
メチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル
プロピオニル）トリメチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－
ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヒドラジンである。他の適切な抗酸化剤の例に含まれ
るのは、アミン系抗酸化剤、例えばＮ，Ｎ’－ジイソプロピル－ｐ－フェニレンジアミン
、Ｎ，Ｎ’－ジ－ｓ－ブチル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１，４－ジメ
チルペンチル）－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１－エチル－３－メチルペ
ンチル）－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１－メチルヘプチル）－ｐ－フェ
ニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジシクロヘキシル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジ
フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（２－ナフチル）－ｐ－フェニレン
ジアミン、Ｎ－イソプロピル－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－（１，３
－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－（１－メチルヘプ
チル）－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ’－フェニ
ル－ｐ－フェニレンジアミン、４－（ｐ－トルエンスルファモイル）ジフェニルアミン、
Ｎ，Ｎ’－ジメチル－Ｎ，Ｎ’－ジ－ｓ－ブチル－ｐ－フェニレンジアミン、ジフェニル
アミン、Ｎ－アリルジフェニルアミン、４－イソプロポキシジフェニルアミン、Ｎ－フェ
ニル－１－ナフチルアミン、Ｎ－フェニル－２－ナフチルアミン、オクチル化ジフェニル
アミン、例えばｐ，ｐ’－ジ－ｔ－オクチルジフェニルアミン、４－ｎ－ブチルアミノフ
ェノール、４－ブチリルアミノフェノール、４－ノナノイルアミノフェノール、４－ドデ
カノイルアミノフェノール、４－オクタデカノイルアミノフェノール、ビス（４－メトキ
シフェニル）アミン、２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－ジメチルアミノメチルフェノール、
２，４’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－ジアミノジフェニルメタン、Ｎ，Ｎ，
Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－４，４’－ジアミノジフェニルメタン、１，２－ビス［（２
－メチルフェニル）アミノ］エタン、１，２－ビス（フェニルアミノ）プロパン、（ｏ－
トルイル）ビグアニド、ビス［４－（１’，３’－ジメチルブチル）フェニル］アミン、
ｔ－オクチル化Ｎ－フェニル－１－ナフチルアミン、モノアルキル化及びジアルキル化さ
れたｔ－ブチル／ｔ－オクチルジフェニルアミンの混合物、モノアルキル化及びジアルキ
ル化されたイソプロピル／イソヘキシルジフェニルアミンの混合物、モノアルキル化及び
ジアルキル化されたｔ－ブチルジフェニルアミンの混合物、２，３－ジヒドロ－３，３－
ジメチル－４Ｈ－１，４－ベンゾチアジジン、フェノチアジジン、Ｎ－アリルフェノチア
ジジン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラフェニル－１，４－ジアミノブタ－２－エン、及び
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これらの組み合わせである。
【００８８】
　適切な抗酸化剤のさらなる例には、脂肪族若しくは芳香族ホスファイト、チオジプロピ
オン酸、又はチオジ酢酸、又はジチオカルバミン酸若しくはジチオリン酸の塩、２，２，
１２，１２－テトラメチル－５，９－ジヒドロキシ－３，７－１－トリチアトリデカン、
及び２，２，１５，１５－テトラメチル－５，１２－ジヒドロキシ－３，７，１０，１４
－テトラチアヘキサデカン、及びこれらの組み合わせが含まれる。さらに、硫黄化脂肪エ
ステル、硫黄化脂肪、硫黄化オレフィン、及びこれらの組合せも使用できる。
【００８９】
　使用する場合、抗酸化剤は様々な量で使用できる。抗酸化剤は潤滑剤組成物中に、潤滑
剤組成物の全質量に対して０．０１～５質量％、０．１～３質量％、又は０．５～２質量
％の量で存在していてよい。或いは抗酸化剤は、潤滑剤組成物の全質量に対して５質量％
未満、３質量％未満、２質量％未満の量で、存在していてよい。
【００９０】
　使用する場合、金属失活剤は様々な種類が使用できる。適切な金属失活剤には、ベンゾ
トリアゾールとその誘導体、例えば４－若しくは５－アルキルベンゾトリアゾール（例え
ばトルトリアゾール）とその誘導体、４，５，６，７－テトラヒドロベンゾトリアゾール
、及び５，５’－メチレンビスベンゾトリアゾール、ベンゾトリアゾール若しくはトルト
リアゾールのマンニッヒ塩基、例えば１－［ビス（２－エチルヘキシル）アミノメチル］
トルトリアゾール、及び１－［ビス（２－エチルヘキシル）アミノメチル］ベンゾトリア
ゾール、及びアルコキシアルキルベンゾトリアゾール、例えば１－［ビス（２－エチルヘ
キシル）アミノメチル］トルトリアゾール、及び１－［ビス（２－エチルヘキシル）アミ
ノメチル］ベンゾトリアゾール、及び、１－［ビス（２－エチルヘキシル）アミノメチル
］ベンゾトリアゾール、並びにアルコキシアルキルベンゾトリアゾール、例えば１－（ノ
ニルオキシメチル）ベンゾトリアゾール、１－（１－ブトキシエチル）ベンゾトリアゾー
ル、及び１－（１－シクロヘキシルオキシブチル）トルトリアゾール、並びにこれらの組
み合わせが含まれる。
【００９１】
　さらなる適切な金属失活剤の例には、１，２，４－トリアゾールとその誘導体、及び１
，２，４－トリアゾールのマンニッヒ塩基、例えば１－［ビス（２－エチルヘキシル）ア
ミノメチル］－１，２，４－トリアゾール、アルコキシアルキル－１，２，４－トリアゾ
ール、例えば１－（１－ブトキシエチル）－１，２，４－トリアゾール、及びアシル化３
－アミノ－１，２，４－トリアゾール、イミダゾール誘導体、例えば４，４’－メチレン
ビス（２－ウンデシル－５－メチルイミダゾール）、及びビス［（Ｎ－メチル）イミダゾ
ール－２－イル］カルビノールオクチルエーテル、並びにこれらの組み合わせが含まれる
。適切な金属失活剤のさらなる例に含まれるのは、硫黄含有複素環化合物、例えば２－メ
ルカプトベンゾチアゾール、２，５－ジメルカプト－１，３，４－チアジアゾール、及び
これらの誘導体、並びに３，５－ビス［ジ（２－エチルヘキシル）アミノメチル］－１，
３，４－チアジアゾリン－２－オン、及びこれらの組み合わせが含まれる。金属失活剤の
さらなる例には、アミノ化合物、例えばサリシリデンプロピレンジアミン、サリシルアミ
ノグアニジン、及びこれらの塩、並びにこれらの組み合わせが含まれる。
【００９２】
　使用する場合、金属失活剤は様々な量で使用できる。金属失活剤は潤滑剤組成物中に、
潤滑剤組成物の全質量に対して０．０１～０．１質量％、０．０５～０．０１質量％、又
は０．０７～０．１質量％の量で存在していてよい。或いは金属失活剤は、潤滑剤組成物
の全質量に対して１．０質量％未満、０．７質量％未満、又は０．５質量％未満の量で、
存在していてよい。
【００９３】
　使用する場合、防錆剤及び／又は減摩材は様々な種類が使用できる。適切な防錆剤及び
／又は減摩材の例には、有機酸とそのエステル、金属塩、例えばアルキルコハク酸、アル
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ケニルコハク酸、及びこれらの酸とアルコールとの部分エステル、ジオール、又はヒドロ
キシカルボン酸、アルキルコハク酸及びアルケニルコハク酸の部分アミド、４－ノニルフ
ェノキシ酢酸、アルコキシカルボン酸、及びアルコキシエトキシカルボン酸、例えばドデ
シルオキシ酢酸、ドデシルオキシ（エトキシ）酢酸、並びにＮ－オレオイルサルコシン、
ソルビタンモノオレエート、鉛ナフテネート、アルケニル無水コハク酸、例えばドデセニ
ル無水コハク酸、２－カルボキシメチル－１－ドデシル－３－メチルグリセロール、及び
これらの組み合わせが含まれる。さらなる例には、複素環式化合物、例えば置換イミダゾ
リン、置換オキサゾリン、及び２－ヘプタデセニル－１－（２－ヒドロキシエチル）イミ
ダゾリン、リン含有化合物、例えばリン酸部分エステルのアミン塩、又はリン酸部分エス
テル、モリブデン含有化合物、例えばモリブデンジチオカルバメート、及び他の硫黄及び
リン含有誘導体、硫黄含有化合物、例えばバリウムジノニルナフタレンスルホネート、カ
ルシウム石油スルホネート、アルキルチオ置換された脂肪族カルボン酸、脂肪族２－スル
ホカルボン酸のエステルとその塩、グリセロール誘導体、例えばグリセロールモノオレエ
ート、１－（アルキルフェノキシ）－３－（２－ヒドロキシエチル）グリセロール、１－
（アルキルフェノキシ）－３－（２，３－ジヒドロキシプロピル）グリセロール、及び２
－カルボキシアルキル－１，３－ジアルキルグリセロール、及びこれらの組み合わせが含
まれる。
【００９４】
　使用する場合、防錆剤及び／又は減摩材は様々な量で使用できる。防錆材及び／又は減
摩材は潤滑剤組成物中に、潤滑剤組成物の全質量に対して０．０１～０．１質量％、０．
０５～０．０１質量％、又は０．０７～０．１質量％の量で存在していてよい。或いは防
錆材及び／又は減摩材は、潤滑剤組成物の全質量に対して１質量％未満、０．７質量％未
満、又は０．５質量％未満の量で、存在していてよい。
【００９５】
　使用する場合、粘度指数改善剤は様々な種類が使用できる。粘度指数改善剤の適切な例
には、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ビニルピロリドン／メタクリレートのコ
ポリマー、ポリビニルピロリドン、ポリブテン、オレフィンコポリマー、スチレン／アク
リレートのコポリマー、及びポリエーテル、並びにこれらの組み合わせが含まれる。
【００９６】
　使用する場合、粘度指数改善剤は様々な量で使用できる。粘度指数改善剤は潤滑剤組成
物中に、潤滑剤組成物の全質量に対して０．０１～２０質量％、１～１５質量％、又は１
～１０質量％の量で存在していてよい。或いは粘度指数改善剤は、潤滑剤組成物の全質量
に対して１０質量％未満、８質量％未満、５質量％未満の量で、存在していてよい。
【００９７】
　使用する場合、流動点降下剤は様々な種類が使用できる。流動点降下剤の適切な例には
、ポリメタクリレート、及びアルキル化ナフタレン誘導体、並びにこれらの組み合わせが
含まれる。
【００９８】
　使用する場合、流動点降下剤は様々な量で使用できる。流動点降下剤は潤滑剤組成物中
に、潤滑剤組成物の全質量に対して０．０１～０．１質量％、０．０５～０．０１質量％
、又は０．０７～０．１質量％の量で存在していてよい。或いは流動点降下剤は、潤滑剤
組成物の全質量に対して１．０質量％未満、０．７質量％未満、又は０．５質量％未満の
量で、存在していてよい。
【００９９】
　使用する場合、洗浄剤は様々な種類が使用できる。適切な洗浄剤の例には、過塩基性若
しくは中性の金属スルホネート、フェネート、及びサリシレート、並びにこれらの組み合
わせが含まれる。
【０１００】
　使用する場合、洗浄剤は様々な量で使用できる。洗浄剤は潤滑剤組成物中に、潤滑剤組
成物の全質量に対して０．０１～５質量％、０．１～４質量％、０．５～３質量％、又は
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１～３質量％の量で存在していてよい。或いは洗浄剤は、潤滑剤組成物の全質量に対して
５質量％未満、４質量％未満、３質量％未満、２質量％未満、又は１質量％未満の量で、
存在していてよい。
【０１０１】
　様々な態様において、潤滑剤組成物は実質的に水不含であり、潤滑剤組成物は例えば、
潤滑剤組成物の全質量に対して５質量％未満、４質量％未満、３質量％未満、２質量％未
満、１質量％未満、０．５質量％未満、又は０．１質量％未満の量で、水を含有する。或
いは、潤滑剤組成物は完全に水不含であり得る。
【０１０２】
　使用のために用意される、また本発明により使用される好ましい潤滑剤組成物には、CE
C L-39-T96のシール適合性試験に合格するものが含まれる。CEC L-39-T96試験は、潤滑剤
組成物中のフルオロポリマーの試験体を１５０℃に維持する工程を伴う。それからシール
検体を取り外して乾燥させ、シール検体の特性を評価し、潤滑時組成物中で加熱しなかっ
たシール検体と比較する。これらの特性におけるパーセンテージの変化は、潤滑剤組成物
とのフルオロポリマーシールの適合性を定量化するために評価される。ボロキシン化合物
を潤滑剤組成物に組み込むことにより、潤滑剤組成物がシールを分解する傾向は、ボロキ
シン化合物不含の潤滑剤組成物に比べて減少する。
【０１０３】
　合格／不合格の基準には、事前にエージングせずに新しいオイルに７日間含浸させた後
の、特定の特性の最大の変化幅が含まれる。各特性値についてこの最大変化幅は、使用す
るエラストマーの種類、使用するエンジンの種類、及び後処理デバイスを利用するかどう
かによって異なる。
【０１０４】
　含浸前、及び含浸後に測定した特性には、ＤＩＤＣ硬度（点数）、引張強さ（％）、破
断点伸び（％）、体積変化（％）が含まれる。高負荷ディーゼルエンジンについて、合格
／不合格の基準を以下の表１に示す。
【表１】

【０１０５】
　これらの試験において慣用の潤滑剤組成物が試験に合格するのは、被曝した検体が、硬
度において－１％～＋５％、引張強さにおいて－５０％～＋１０％（試験していない検体
と比較して）、破断点伸びにおいて－６０％～＋１０％（試験していない検体と比較して
）、体積変化が－１％～＋５％（試験していない検体と比較して）、変化を示す場合であ
る。
【０１０６】
　高負荷のディーゼルエンジンについて潤滑剤組成物をCEC L-39-T96に従って試験した場
合、硬度における変化は、－１％～５％、－０．５％～５％、－０．１％～５％、０．５
％～５％、又は１％～５％の範囲であり、引張強さにおける変化は、－５０％～１０％、
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－４５％～１０％、－４０％～１０％、又は－３５％～１０％の範囲であり、破断点伸び
における変化は、－６０％～１０％、－５５％～１０％、－５０％～１０％、又は－４５
％～１０％の範囲であり、体積変化は－１％～５％、－０．７５％～５％、－０．５％～
５％、－０．１％～５％、又は０～５％の範囲であり得る。
【０１０７】
　上記潤滑剤組成物においてボロキシン化合物を用いる場合、生成する潤滑剤組成物がフ
ルオロポリマー適合性を有することにより、前記潤滑剤組成物に浸漬されたフルオロポリ
マーシールは引張強さにおいて、１０％未満、１５％未満、２０％未満、２５％未満、３
０％未満、３５％未満、４０％未満、４５％未満、５０％未満、５５％未満、又は６０％
未満の変化を示す（CEC L-39-T96に従って高負荷ディーゼルエンジンについて試験した場
合）。同様に、上記潤滑剤組成物においてボロキシン化合物を用いる場合、生成する潤滑
剤組成物がフルオロポリマー適合性を有することにより、フルオロポリマーは破断点伸び
において、２０％未満、２５％未満、３０％未満、３５％未満、４０％未満、４５％未満
、５０％未満、５５％未満、又は６０％未満の変化を示す（CEC L-39-T96に従って高負荷
ディーゼルエンジンについて試験した場合）。
【０１０８】
　上記化合物のうち幾つかは、潤滑剤組成物中で相互作用を起こしてもよく、これにより
、最終的な形態における潤滑剤組成物の成分は、当初添加した、又は一緒に合わせた成分
とは異なることがある。これによって形成される生成物のうち幾つか（意図する用途にお
ける本発明の潤滑剤組成物により形成される生成物を含む）は、記載するのが困難である
か、又は記載できない。それにも拘わらず、これら全ての変性、反応生成物、並びに本発
明の潤滑剤組成物を用いて形成される生成物は、明示的に考慮され、本明細書に組み込ま
れるものとする。本発明の様々な態様は上述のように、１種以上の変性、反応生成物、潤
滑剤組成物を用いることにより形成される生成物を含む。
【０１０９】
　系を潤滑にする方法が提供される。この方法はシステムを、上記潤滑剤組成物と接触さ
せる工程を有する。このシステムはさらに、内燃エンジンを有することができる。或いは
、システムはさらに、燃焼エンジン、又は潤滑剤組成物を利用するアプリケーションを有
することができる。システムは、少なくとも１種のフルオロポリマーシールを有する。
【０１１０】
　フルオロポリマーシールは、フルオロエラストマーを有することができる。フルオロエ
ラストマーは例えば、ＦＫＭのASTM D1418及びISO 1629という呼称に分類できる。フルオ
ロエラストマーは、ヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）とビニリデンフルオリド（ＶＦ
２のＶＤＦ）とのコポリマー、テトラフルオロエチレン（ＴＦＥ）、ビニリデンフルオリ
ド、及びヘキサフルオロプロピレンのターポリマー、ペルフルオロメチルビニルエーテル
（ＰＭＶＥ）、ＴＦＥとプロピレンのコポリマー、並びにＴＦＥ、ＰＭＶＥ、及びエチレ
ンのコポリマーである。フッ素含分は例えば、フルオロポリマーシールの全質量に対して
６６～７０質量％の間で変わる。ＦＫＭは、ポリメチレン系のフッ素ゴムであり、ポリマ
ー鎖上に置換基のフルオロとペルフルオロアルキル、又はペルフルオロアルコキシ基を有
するものである。
【０１１１】
　加えて、潤滑剤組成物を形成する方法が提供される。この方法は、基油とボロキシン化
合物、（及び任意で立体障害性アミン化合物）を合する工程を有する。ボロキシン化合物
は、あらゆる慣用の方法で基油に組み込むことができる。よってボロキシン化合物は、ボ
ロキシン化合物を基油に所望の濃度水準で分散又は溶解させることにより、基油に直接添
加することができる。或いは、ボロキシン化合物が所望の濃度水準になるまで撹拌しなが
ら、基油をボロキシン化合物に直接添加することができる。このようなブレンドは、周辺
温度、又は低温で行うことができ、その温度は例えば、３０℃、２５℃、２０℃、１５℃
、１０℃、又は５℃である。
【０１１２】
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　実施例
　以下の実施例では、均質になるまで各成分をともに混合することによって、例示的な潤
滑剤組成物を調製したが、本願発明による潤滑剤組成物が、これらに限られるわけではな
い。分散剤、洗浄剤、アミン系抗酸化剤、フェノール系抗酸化剤、消泡剤、基油、耐摩耗
性添加剤、流動点降下剤、及び粘度調整剤を含有する完全に調製した潤滑油組成物を作製
した。市販の代表的なクランク室潤滑剤であるこの潤滑剤組成物を、「参照用潤滑剤」と
呼び、シール適合性に関する異なる成分の効果を比較するための基準として用いる。
【０１１３】
　参照用の潤滑剤を、ホウ素含有量が様々に異なる化合物、及び窒素含有量が様々に異な
る化合物と合し、シール適合性に対するホウ素含有化合物の効果と、窒素含有化合物の効
果を調べる。実施例１、２、３、及び４はそれぞれ、本発明によるボロキシン化合物のい
ずれかと、本発明によるアミン化合物のいずれかを含有する。比較例１～５は、本発明に
よるボロキシン化合物をいずれも含有しない。比較例６～８は、本発明によるアミン化合
物をいずれも含有しない。比較例９～１２は、本発明によるアミン化合物、又は本発明に
よるボロキシン化合物をいずれも含有しない。
【０１１４】
　実施例１及び２において参照用の潤滑剤に添加されるホウ素含有化合物は、トリメトキ
シボロキシンである。実施例３において参照用の潤滑剤に添加されるホウ素含有化合物は
、トリエトキシボロキシンである。実施例４において参照用の潤滑剤に添加されるホウ素
含有化合物は、トリ－ｎ－ブトキシボロキシンである。
【０１１５】
　前述のように比較例１～５は、本発明によるボロキシン化合物を含有しない。その代わ
り、比較例１の組成物、及び比較例２の組成物はともに、ホウ素含有化合物を含有しない
。比較例１は、本発明によるアミン化合物を含有し、比較例２は、本発明によるアミン化
合物を含有しない。比較例３において参照用潤滑剤に添加されるホウ素含有化合物は、ト
リス－（２－エチルヘキシル）ボロキシンである。比較例４において参照用潤滑剤に添加
されるホウ素含有化合物は、トリブチルボレートである。比較例５において参照用潤滑剤
に添加されるホウ素含有化合物は、トリイソプロピルボレートである。
【０１１６】
　比較例６～９は、本発明によるボロキシン化合物を含有するが、本発明によるアミン化
合物を含有しない。比較例６及び７において参照用の潤滑剤に添加されるボロキシン化合
物は、トリメトキシボロキシンである。比較例８において参照用の潤滑剤に添加されるボ
ロキシン化合物は、トリエトキシボロキシンである。比較例９において参照用の潤滑剤に
添加されるボロキシン化合物は、トリ－ｎ－ブトキシボロキシンである。
【０１１７】
　比較例１０～１２は、本発明によるボロキシン化合物、又は本発明によるアミン化合物
をいずれも含有しない。比較例１０におけるホウ素含有化合物は、トリス－（２－エチル
ヘキシル）ボロキシンである。比較例１１におけるホウ素含有化合物は、トリブチルボレ
ートである。比較例１２におけるホウ素含有化合物は、トリイソプロピルボレートである
。
【０１１８】
　実施例１～４、並びに比較例１、及び比較例３～５で含有されるアミン化合物は、（２
，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）ドデカノエートである。
【０１１９】
　各実施例及び比較例について、参照用潤滑剤の量、及び添加成分の量はそれぞれ、下記
表２、３、及び４に記載されている。
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【表２】

【表３】

【表４】

【０１２０】
　実施例及び比較例のシール適合性は、工業規格のシール適合性試験CEC-L-39-T96を用い
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て評価した。The CEC-L-39-T96シール適合性試験は、シール又はガスケットを潤滑剤組成
物にさらし、潤滑剤組成物を、そこに含有されるシールとともに高温に加熱し、しばらく
の間、高温を維持することによって行う。それからシールを取り外して乾燥させ、シール
の機械的特性を評価し、潤滑時組成物中で加熱しなかったシール検体と比較する。これら
の特性におけるパーセンテージの変化は、潤滑剤組成物とのシールの適合性を評価するた
めに分析する。各調製物を同じ条件で二回試験した（第一群、及び第二群）。シール適合
性試験の結果が、表５～１０に示してある。
【表５】

【表６】

【表７】
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【表８】

【表９】

【表１０】

【０１２１】
　比較例１は、潤滑剤組成物のシール適合性に対するアミン化合物の効果を説明するもの
である。本発明によるアミン化合物を含有する比較例１と、本発明によるアミン化合物を
含有しない比較例２の引張強さと破断点伸びを比較すると、本発明によるアミン化合物を
参照用潤滑剤に添加することにより、参照用潤滑剤のシール適合性に否定的な影響を与え
ることを、発明者らは発見した。否定的な影響は、比較例２と比べた場合に、引張強さと
破断点伸びが比較例１についてより悪いことによって定量化される。
【０１２２】



(31) JP 5882548 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

　実施例１、２、３、及び４はそれぞれ、比較例１と同じ本発明によるアミン化合物を含
有し、本発明によるボロキシン化合物を１種含有する。表４～７に示した結果から分かる
ように、実施例１～４のシール適合性は、比較例１のシール適合性に比して、引張強さと
破断点伸びの双方で、明らかに改善している。シール適合性における著しい改善は、実施
例１～４と比べた場合に、引張強さと破断点伸びが比較例１についてより悪いという事実
によって実証される。
【０１２３】
　表５～８からはまた、実施例１及び２のシール適合性が、比較例３～５のシール適合性
に比して、引張強さと破断点伸びの点で改善していることが分かる。実施例１の引張強さ
は、－３９％～－３２％であり、実施例２の引張強さは－２％～－５％である。これに対
して比較例３、４、及び５の引張強さはそれぞれ、－４７％～－４４％、－３９％～－４
１％、及び－４４％～－４２％である。同様に、実施例１の破断点伸びは、－５４％～－
５１％であり、実施例２の破断点伸びは８～－５％である。これに対して、比較例３、４
、及び５の破断点伸びはそれぞれ、－７２％～－６８％、－６４％～－６１％、－６６％
～－６７％である。この試験により、実施例１及び２の潤滑剤組成物は、引張強さと破断
点伸びの点でシールとの適合性が、比較例３～５の潤滑剤組成物よりもかなり良好である
。この比較により、潤滑剤組成物におけるトリメトキシボロキシンと、本発明によるアミ
ン化合物との組み合わせは、シール適合性を、他のホウ素含有化合物を含有する潤滑剤組
成物（例えば比較例３～５で用いたホウ素含有化合物）に比してかなり改善させることも
実証される。
【０１２４】
　最後に、比較例２と、比較例６～１２とを比較することにより、ホウ素含有化合物を含
有するが、本発明によるアミン化合物を含有しない潤滑剤組成物は、潤滑剤組成物のシー
ル適合性に否定的な影響を大きくは与えないことが分かる。従って、本願の発明者らは意
外なことに、本発明によるアミン化合物と本発明によるボロキシン化合物とを組み合わせ
ることにより、参照潤滑剤に存在する場合には、シール適合性に対して相乗効果が得られ
ることを発見した。
【０１２５】
　従属請求項は、特定の化合物、組成物、又は詳細な説明に記載された方法に制限される
と理解されるべきではなく、これらは従属請求項の範囲内で全て、特定の態様の範囲内で
変わりうると理解されるべきである。ここで記載したマーカッシュ群については、様々な
態様の特定の特徴又は形態を記載するものではなく、異なる、特別な、及び／又は予測で
きない結果が、他のマーカッシュの選択肢とは独立して、各マーカッシュ群から得られる
ことに留意すべきである。マーカッシュ群の各選択肢は、個々に、及び／又は組み合わせ
に基づいていてよく、従属請求項の範囲内で特定の態様を充分にサポートする。
【０１２６】
　また、本発明の様々な態様を記載するにあたり、あらゆる範囲と二次的な範囲は、独立
して、また共同して、従属請求項の範囲に入ると理解されるべきであり、たとえここに具
体的な値が明示的に記載されていない場合であっても、全体の、及び／又は部分的な値を
含む全ての範囲を記載、保証すると理解されるべきである。当業者は、挙げられた範囲と
二次的な範囲が、本発明の様々な態様を記載、かつ可能にしていることを直ちに理解でき
、これらの範囲と二次的な範囲はさらに、半分、三分の一、四分の一、五分の一などに線
引きすることができる。単に例として挙げると、「０．１～０．９」という範囲は、さら
に細かく分けることができる。つまり、０．１～０．３（下限の三分の一）、０．４～０
．６（真ん中の三分の一）、そして０．７～０．９（上限の三分の一）という具合であり
、これらは個々に、また共同して従属請求項の範囲に入り、個々に、及び／又は共同して
従属請求項の範囲にある特定の態様を充分にサポートする。
【０１２７】
　加えて、範囲を規定又は修飾する言語について、例えば「少なくとも」、「より大きい
」、「より少ない」、「以上」などという言葉には、二次的な範囲及び／又は上限又は下
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囲には、内在的に少なくとも１０～３５という二次的な範囲、少なくとも１０～２５とい
う二次的な範囲、２５～３５という二次的な範囲などが含まれ、二次的な範囲はそれぞれ
、個々に及び／又は共同していてよく、従属請求項の範囲にある特定の態様を充分にサポ
ートする。最後に、開示された範囲にある個々の数字は、従属請求項の範囲内で特定の態
様の根拠となり、またこれを充分にサポートすることができる。例えば、１～９という範
囲には、様々な整数、例えば３、また１０分の１（又は画分）を含む個々の数値（例えば
４．１）が含まれ、これらは従属請求項の範囲内で特定の態様の根拠となり、またこれを
充分にサポートすることができる。
【０１２８】
　本発明は、ここに説明的に記載されているが、これまで使用されてきた用語は、制限と
いう意味合いでは無く、明細書の言葉の本質に意図されていると理解されるべきである。
本発明について多くの修正と変形が、上記教示に基づき可能であり、本発明は具体的に記
載された以外のやり方でも、実施できる。
【０１２９】
　独立請求項及び従属請求項（単項従属と多項従属の双方）のあらゆる組み合わせの対象
は、ここで明示的に考慮されるべきである。以下にその例を記すが、従属関係がこれらに
限られるわけではない：
・請求項３は、請求項１又は２のいずれかに従属することができる。
・請求項４は、請求項１から３までのいずれかに従属することができる。
・請求項５は、請求項１から４までのいずれかに従属することができる。
・請求項６は、請求項１から５までのいずれかに従属することができる。
・請求項７は、請求項１から６のいずれかに従属することができる。
・請求項９は、請求項１から８までのいずれかに従属することができる。
・請求項１０は、請求項１から９までのいずれかに従属することができる。
・請求項１１は、請求項１から１０までのいずれかに従属することができる。
・請求項１２は、請求項１から１１までのいずれかに従属することができる。
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